
申＝申し込み　問＝問い合わせ

　

軽
自
動
車
な
ど
の
車
検
を
５
月
31

日
以
降
に
受
け
る
と
き
は
、
本
年
度

分
の
車
検
用
納
税
証
明
書
（
継
続
検

査
用
）
が
必
要
で
す
。
有
効
期
限
は

来
年
５
月
30
日
ま
で
。
納
税
通
知
書

で
納
付
の
人
は
領
収
証
書
の
右
側
、

口
座
振
替
の
人
は
６
月
中
旬
に
郵
送

す
る
振
替
済
通
知
書
の
車
検
用
納
税

証
明
書
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
通

知
書
が
届
く
前
に
車
検
を
受
け
る
人

は
、
口
座
振
替
が
記
帳
済
み
の
通
帳

を
用
意
し
市
役
所
税
証
明
窓
口
か
各

支
所
・
出
張
所
へ
。
車
検
用
納
税
証

明
書
を
発
行
し
ま
す
。

　

な
お
、
車
検
用
納
税
証
明
書
の
証

明
書
番
号
欄
、
有
効
期
限
欄
が
※
印

で
消
さ
れ
て
い
る
も
の
は
無
効
で
す
。

問
収
納
課
☎
８
９
８
│
６
２
２
６
へ

◆
軽
自
動
車
税
全
期
＝
６
月
１
日
㈪

ま
で

　

国
民
健
康
保
険
の
運
営
に
つ
い
て

考
え
る
協
議
会
の
委
員
を
募
集
。

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人
、

３
人
（
選
考
。
う
ち
富
士
見
地
区
よ

り
１
名
）。
①
20
歳
以
上
の
本
市
の

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
②
平
日

の
会
議
に
出
席
で
き
る

申
５
月
25
日
㈪
ま
で
に
郵
送
で
。
応

募
の
動
機
や
国
保
事
業
に
つ
い
て
感

じ
て
い
る
こ
と
を
８
０
０
字
以
内
の

文
章
に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・
生

年
月
日
・
性
別
・
職
業
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
市
役
所
国
民
健
康
保
険

課
（
☎
８
９
８
│
６
２
４
６
）
へ

□
ね
ん
き
ん
定
期
便
無
料
相
談

日
時
＝
５
月
〜
12
月
の
第
３
水
曜
、

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
・
52
会

議
室
（
７
月
15
日
㈬
は
58
学
習
室
）

申
ね
ん
き
ん
特
別
便
・
ね
ん
き
ん
定

期
便
・
認
印
・
年
金
証
書
・
年
金
手

帳
を
用
意
し
、
当
日
会
場
へ
直
接

問
群
馬
社
会
保
険
事
務
局
☎
２
５
４

│
３
２
６
６
へ

□
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
時
＝
①
５
月
23
日
㈯
②
５
月
24
日

㈰
③
６
月
７
日
㈰
、
午
前
10
時
〜
正

午会
場
＝
①
は
粕
川
児
童
館
②
は
第
二

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
前
橋
保

健
セ
ン
タ
ー
内
）
③
は
大
胡
い
こ
い

の
家

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
２
３

２
│
３
８
４
８
へ

□
宝
く
じ
助
成
金
で
地
域
整
備

　

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、
宝
く

じ
の
収
益
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
駒
形
町
自
治

会
で
は
こ
の
助
成
を
受
け
、
町
会
議

所
の
新
築
を
行
い
ま
し
た
。

問
い
き
い
き
生
活
課
☎
８
９
８
│
６

２
３
７
へ

□
市
民
献
血

５
月
25
日
㈪
＝
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
４
時
、
市
役
所

　

保
健
師
・
看
護
師
の
資
格
を
持
つ

嘱
託
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
＝
保
健
師
・
看
護
師
資
格
が
あ

り
７
月
６
日
㈪
か
ら
１
年
間
勤
務
で

き
る
50
歳
未
満
の
人
、１
人
（
選
考
）

勤
務
先
＝
障
害
福
祉
課

申
６
月
10
日
㈬
ま
で
に
市
保
健
所
内

障
害
福
祉
課
（
☎
２
２
０
│
５
７
１

２
）
へ
直
接

□
は
っ
ぴ
ぃ
健
康
ク
ッ
キ
ン
グ
〜
食

生
活
改
善
推
進
員
に
よ
る
調
理
実
習

日
時
＝
①
６
月
17
日
㈬
②
６
月
18
日

㈭
③
６
月
22
日
㈪
④
６
月
23
日
㈫
⑤

６
月
24
日
㈬
⑥
６
月
30
日
㈫
、
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
１
時
30
分

会
場
＝
①
は
下
川
淵
公
民
館
②
は
永

明
公
民
館
③
は
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

④
は
総
社
公
民
館
⑤
は
第
三
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
⑥
は
南
橘
公
民
館

対
象
＝
一
般
、
先
着
各
30
人

費
用
＝
各
４
０
０
円
程
度

そ
の
他
＝
託
児
希
望
者
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い

申
各
開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
前

橋
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
２
２
０
│
５
７

８
３
へ

□
か
ら
だ
に
お
い
し
い
食
講
座
〜
調

理
実
習
編

日
時
＝
６
月
16
日
㈫
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
１
時

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
一
般
、
先
着
30
人

費
用
＝
材
料
費

申
６
月
９
日
㈫
ま
で
に
同
セ
ン
タ
ー

☎
２
２
０
│
５
７
８
３
へ

　

食
生
活
推
進
員
を
養
成
す
る
「
健

康
大
学
」に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
７
月
９
日
〜
12
月
10
日
の
木

曜
９
回
、
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
１

時
30
分

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
64
歳
以
下
で
市
内
在
住
の
人
、

30
人
（
選
考
）

費
用
＝
５
，
０
０
０
円
程
度

申
５
月
25
日
㈪
ま
で
に
同
セ
ン
タ
ー

☎
２
２
０
│
５
７
８
３
へ

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
・
エ
イ
ズ
患
者
数

は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
市
保
健

所
で
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
を
無
料
で
実
施

し
て
い
ま
す
。

日
時
＝
毎
週
水
曜
（
祝
日
を
除
く
）、

午
前
９
時
〜
10
時
30
分
（
予
約
制
）

（
６
月
３
日
は
午
後
１
時
30
分
〜
３

時
も
実
施
）

問
衛
生
検
査
課
☎
２
２
０
│
５
７
７

９
へ

□
歯
と
口
の
健
康
フ
ェ
ア

日
時
＝
６
月
７
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
３
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
・
３
階

多
目
的
ホ
ー
ル

内
容
＝
歯
と
口
の
健
康
相
談
、
歯
磨

き
指
導
、
咬こ
う
ご
う合
力
測
定
、
口こ
う
く
う腔
内
写

真
撮
影
（
先
着
２
０
０
人
）、風
船
・

歯
ブ
ラ
シ
プ
レ
ゼ
ン
ト
（
同
５
０
０

人
）、
市
民
歯
科
公
開
講
座
（
午
前

11
時
〜
正
午
）
な
ど

□
小
中
学
生
の
歯
科
保
健
作
品
展

日
時
＝
６
月
４
日
㈭
〜
７
日
㈰
、
午

前
10
時
〜
午
後
５
時
（
４
日
は
午
後

３
時
か
ら
、７
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

問
市
歯
科
医
師
会
☎
２
３
２
│
２
０

４
６
へ

　

看
護
職
有
資
格
者
の
再
就
業
を
支

援
す
る
講
習
会
を
開
催
。
最
新
の
医

療
・
看
護
に
関
す
る
知
識
や
技
術
の

習
得
、
病
院
実
習
な
ど
を
行
い
、
就

職
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

日
時
＝
７
月
１
日
㈬
〜
９
日
㈭
の
６

回
、
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
15

分会
場
＝
県
看
護
教
育
セ
ン
タ
ー
（
上

泉
町
）

対
象
＝
未
就
業
の
看
護
職
有
資
格
者

や
再
就
職
し
て
１
年
未
満
の
看
護
職

者
、
先
着
30
人

そ
の
他
＝
託
児
あ
り
（
１
歳
〜
３
歳

の
幼
児
、
先
着
10
人
）

申
６
月
15
日
㈪
ま
で
に
県
ナ
ー
ス
セ

ン
タ
ー
☎
２
６
９
│
５
２
０
２
へ

　

お
父
さ
ん
も
一
緒
に
参
加
で
き
る

「
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
体
験
会
」
を

開
催
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
赤
ち

ゃ
ん
と
の
き
ず
な
を
一
層
深
め
て
み

ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
６
月
20
日
㈯
①
午
前
10
時
15

分
〜
11
時
30
分
②
午
後
２
時
〜
３
時

30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

対
象
＝
首
が
す
わ
っ
た
１
歳
ま
で
の

乳
児
と
そ
の
両
親
、
先
着
各
20
組

費
用
＝
各
５
０
０
円

申
５
月
20
日
㈬
〜
６
月
５
日
㈮
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
２
３
２
│

３
８
４
８
へ

　

体
脂
肪
や
血
圧
測
定
、運
動
実
習
、

健
康
相
談
な
ど
を
行
い
生
活
習
慣
改

善
に
取
り
組
む
人
を
サ
ポ
ー
ト
。

日
時
＝
①
６
月
10
日
㈬
②
６
月
15
日

㈪
③
６
月
24
日
㈬
、
午
前
10
時
〜
11

時
30
分

会
場
＝
①
は
大
胡
保
健
セ
ン
タ
ー
②

は
宮
城
保
健
セ
ン
タ
ー
③
は
富
士
見

保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
一
般
、
先
着
各
15
人

申
各
１
週
間
前
ま
で
に
①
②
は
大
胡

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
２
８
３
│
７
３
１

１
③
は
富
士
見
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
２

８
８
│
７
１
８
８
へ

　

認
知
症
の
診
断
や
治
療
、
予
防
な

ど
に
つ
い
て
、
医
師
が
分
か
り
や
す

く
説
明
。
介
護
の
体
験
談
の
講
演
も

あ
り
ま
す
。

日
時
＝
５
月
30
日
㈯
午
後
１
時
〜
４

時
30
分

会
場
＝
群
馬
会
館
（
大
手
町
二
丁
目
）

対
象
＝
一
般

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
前
橋
赤
十
字
病
院
☎
２
２
４
│
４

５
８
５
へ

　７月まで「不正大麻・けし撲滅運動」
を実施。たとえ観賞用であっても、不正
のケシの栽培は法律で禁止されています。
不正栽培のほか、自生している大麻やケ
シを発見したときは、保健所か警察署に
連絡してください。なお、「大麻・けしの
見分け方」のパンフレットを市保健所で
配布していますので、利用してください。
問保健総務課☎220-5782へ

　日本赤十字社は、災害時の医療救助活
動や血液の提供、国内外での救援活動な
どを実施。これらの事業は社員が納める
社費や、法人などからの寄付金で支えら
れています。社員とは、赤十字の趣旨に
賛同して年に500円以上の社費を納入す
る人です。５月から６月にかけて自治会
の役員が社員の勧誘に伺いますので、ご
協力をお願いします。大口の寄付には税
法上の優遇措置もあり、個人・法人は問
いません。
　なお、多額の社費を納めた人は市地区赤
十字有功会会員となります。会では毎年多
額の社資を援助しており、市内の小中学校
を対象に図書寄贈事業を行っています。
問いきいき生活課☎898-6237へ

赤十字社員に加入し
救援活動に協力を

おもちゃを修理します

歯と口の健康を楽しく学びます

自
動
車
の
車
検
に
は

納
税
証
明
が
必
要
で
す

国
保
の
運
営
に

あ
な
た
の
意
見
を

資
格
を
生
か
し
て

働
い
て
み
ま
せ
ん
か

認
知
症
を
考
え
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
で

父
と
子
の
触
れ
合
い
を

健
康
づ
く
り
に
役
立
つ

２
つ
の
講
座
を
開
催

歯
の
健
康
を
考
え
る

イ
ベ
ン
ト
に
行
こ
う

正
し
い
知
識
を
学
ん
で

食
生
活
推
進
員
に

生
活
習
慣
の
改
善
を

健
康
サ
ポ
ー
ト
デ
ー

６
月
１
日
〜
７
日
は

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間

看
護
知
識
を
学
ん
で

再
就
職
に
生
か
し
て

税

国　

保

健　

康

ミ
ニ
情
報

□
２
万
１
，
３
５
４
円
＝
ヤ
オ
コ

ー
前
橋
関
根
店
か
ら
。

□
１
万
１
８
円
＝
元
県
旅
館
環
境

衛
生
同
業
組
合
か
ら
。

○
…
以
上
２
件
は
社
会
福
祉
の
た

め
に
。

□
児
童
用
図
書
15
冊
＝
カ
イ
ン
ズ

ホ
ー
ム
青
柳
店
か
ら
敷
島
小
へ
。

□
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
66
箱
＝

前
橋
広
域
再
生
資
源
事
業
協
同
組

合
か
ら
市
立
小
中
学
校
へ
。

寄
付

５
月
の
納
税

休
日
当
番
動
物
病
院
案
内

　
　
　

☎
２
３
２
│
６
１
８
８

□3万円＝上新田町・木部正広
さんから雇用対策のために。
□10万円＝山形県天童市・神村
匡さんから元気前橋づくりのた
めに。

ふるさと前橋応援寄付金
お世話になった「ふるさと」へ恩返し

大麻やケシを撲滅し
健全な青少年育成を

植えてはいけないケシ（ソムニフェルム）
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